
事故対策特別委員会からの意見（補足） 安全衛生管理推進会議で検討した事項 備考

① （１）安全の日の設定

１０月１８日を徳島大学安全の日として制定し、以下の事項を行うこととする。
　・ポスターの作成
　・当該日前後に、安全衛生関係の講演（研修）を行う。
　・徳島大学安全ガイドライン等の周知を行う。

② （２）全学安全マニュアルの策定
　各地区又は各学部における教職員及び学生向け教育研究活動及び日常活動を鑑み、
それぞれに適した安全マニュアルを検討し、策定する。安全ガイドラインにも、各地区安全
マニュアルが策定されていることを明記し、全教職員・学生等が認識できるようにする。
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